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職業訓練指導員（職業能力開発職）（中途採用）の応募資格等 

 

１．職業能力開発職 

 

職業能力開発職の採用には未経験者を対象とした「関連職種未経験者採用」と実務経

験者を対象とした「関連職種経験者採用」があります。 

  なお、実務経験とは、職業訓練指導員の経験ではなく、応募訓練職種に関連した実務

経験（応募訓練職種が機械の場合は機械関連の仕事経験）をいいます。 

  「関連職種未経験者採用」と「関連職種経験者採用」のどちらの応募対象に該当する

かを次の応募フロー図でご確認ください。 

 

【職業訓練指導員（職業能力開発職）の応募資格フロー図】 

 
◎応募資格判定フロー１（平成２９年４月１日において３２歳以上の方、または、応募訓
練職種がビル設備、機械運転を希望される方が対象） 
（上記対象者以外の方は、応募資格判定フロー２を参照してください。） 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(※) 「４年制大学を卒業」には、職業能力開発総合大学校長期課程及び職業能力開発大学校応用課程を修了された方も対象

となります。 
 

  

応募訓練職種に関連の職業訓練指導員
免許を取得している又は平成３０年３

月末までに取得可能である。 

応募訓練職種について５年以上（職業能力開発総合大学校（旧職業能力開

発大学校、旧職業訓練大学校を含む）の長期課程を卒業した方にあっては

３年）の実務経験がある。（平成３０年３月末時点で経験年数があること） 
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応募訓練職種に関連の職業訓練指導員
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応募訓練職種に関連した４年制大
学を卒業(※)している。 

応募訓練職種に関連した技能検定
の２級以上に合格している。 

希望する応募訓練職種が 

・「機械」、「電気」、「電子情報」、「建築」の場合は「はい」へ 

・「溶接」、「ビル設備」、「機械運転」の場合は「いいえ」へ 

関連職種経験者採用
にご応募ください。 
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◎応募資格判定フロー２ 
（平成２９年４月１日において３１歳以下の方で、応募訓練職種が機械、溶接、電気、電
子情報、建築のいずれかを希望される方が対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(※) 「４年制大学を卒業」には、職業能力開発総合大学校長期課程・総合課程及び職業能力開発大学校応用課程を修了され

た方も対象となります。 
 

 

（１）関連職種未経験者採用 

イ 募集訓練職種 

①機械  ②溶接  ③電気  ④電子情報 ⑤建築 

 

ロ 応募資格 

 以下の（イ）及び（ロ）のいずれにも該当する方 

（イ）平成２９年４月１日における年齢が３１歳以下の方 

（ロ）上記（１）イの募集訓練職種に関連する四年制大学の学科を卒業された方（※）

（工業高等専門学校の場合は、学士の取得が必要です。） 
※ 関連学科の例として、機械工学科、生産機械工学科、機械システム工学科、エネ
ルギー工学科、電気工学科、電気電子情報工学科、電気電子工学科、情報通信工
学科、建築学科などがあります。 

 なお、「溶接職種」を希望される方は機械関連の学科が関連となります。 

 
(※) 「４年制大学の学科を卒業された方」には、職業能力開発総合大学校長期課程・総合課程及び職業能力開発

大学校応用課程を修了された方も対象となります。 
 

※ 但し、以下の方は応募できません。  

 ・成年被後見人または被保佐人の方 

 ・禁錮以上の刑に処された方 

・職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から２年を経過していな

い方 

 

残念ながら応募
いただける職種
がございません。 

応募訓練職種に関連した４年制大学を卒業(※)している。 

関連職種未経験者採

用にご応募ください。 

応募訓練職種について５年以上（職業能力開発総合大学校（旧職業能力開発

大学校、旧職業訓練大学校を含む）の長期課程を卒業した方にあっては３年

以上）の実務経験がある。（平成３０年３月末時点で経験年数があること。） 

 

応募訓練職種に関連の職業訓練指導員
免許を取得している又は平成３０年３

月末までに取得可能である。 

応募訓練職種に関連した技能
検定の２級に合格している。 

関連職種経験者採用

にご応募ください。 



ハ 採用後の研修等について  

採用後に職業訓練指導員免許取得及び職業訓練指導員として必要な

能力を習得するために、職業能力開発総合大学校の指導員養成研修（最

長２年間）を受講していただきます。研修に必要な経費（授業料等）に

ついては当機構が負担します。  

教科書、作業服、安全靴等個人の所有になるものについては、個人で

負担していただく場合があります。  

なお、指導員養成研修とは別に修士の学位取得が可能な修士コースも

あります。（ただし、修士コースは、受講希望者を対象に別途実施される

選考試験に合格した方が対象となります。また、修士コースの受講経費

等は自己負担となります。）  

 

（２）関連職種経験者採用 

イ 募集訓練職種 

① 機械 ②電気 ③電子情報 ④建築  

⑤溶接 ⑥機械運転（港湾荷役運搬機械運転又は建設機械運転） 

⑦ビル設備（冷凍空調設備保守・管理又は給排水衛生設備保守・管理） 

 

ロ 応募資格 

 以下の（イ）から（ハ）のいずれにも該当する方 

（イ）（ａ）上記（２）イの募集訓練職種①から④については、四年制大学の学科を卒

業された方（指導員免許未取得者の場合は、関連学科を卒業していること）。 

（ｂ）上記（２）イの募集訓練職種⑤から⑦については、高等学校以上を卒業さ

れた方。 

（ロ）募集訓練職種に関して５年（職業能力開発総合大学校（旧職業能力開発大学校、

旧職業訓練大学校を含む）の長期課程を卒業した方にあっては３年）以上の実務

経験がある方（平成３０年３月末時点で経験年数があること） 

（ハ）職業訓練指導員免許に関して次の（ａ）又は（ｂ）のいずれかに該当する方 

（ａ）（２）イの応募訓練職種の①～⑦に対応した次のいずれかの職業訓練指

導員免許を取得している方、又は平成３０年３月までに取得可能な方。 

① 機械科 

② 電気科、電気工事科のいずれか（以下同じ） 

③ 電子科、メカトロニクス科、コンピュータ制御科 

④ 建築科、建設科 

⑤ 塑性加工科、溶接科、構造物鉄工科 

⑥ クレーン科、建設機械運転科、港湾荷役科、フォークリフト科 

⑦ 冷凍空調機器科、配管科、住宅設備機器科、建築物設備管理科、ボ

イラー科 

 

※ 自己紹介書の「資格、免許」の欄に取得又は取得見込みの免許職種

名を必ず記入してください。なお、取得見込みの職業訓練指導員免許

については「取得予定時期及び取得方法」を明記してください。 

 

※ 免許取得には様々な方法があります。 

例：機械科、塑性加工科、構造物鉄工科、冷凍空調機器科、配管科、

住宅設備機器科、建築物設備管理科、電気科、電子科、メカトロニク

ス科、建築科、建設科に関連した１級又は単一等級の技能検定に合格

した方（別表４「職業訓練指導員免許職種と技能検定職種との対応表」



を参照）で厚生労働大臣が指定する講習（４８時間講習）を受講修了

することにより、関連の職業訓練指導員免許を取得できます。 

 

（ｂ）（２）イの募集訓練職種の①～⑦に対応した次のいずれかの職業訓練指

導員免許に対応する技能検定の２級に合格した方。なお、対応する技能

検定職種は別表４「職業訓練指導員免許職種と技能検定職種との対応表」

を参照してください。 

① 機械科 

② 電気科 

③ 電子科 

④ 建築科、建設科     （⑤、⑥、⑦は対象外）  

 

※自己紹介書の「資格、免許」の欄に合格した２級の技能検定職種名を

必ず記入してください。 

 

※ 但し、以下の方は応募できません。  

 ・成年被後見人または被保佐人の方 

 ・禁錮以上の刑に処された方 

・職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から２年を経過していな

い方 

 

ハ 採用後の研修について  

採用後に職業訓練指導員免許取得（上記ロ（ハ）（ｂ）の方のみ）及

び職業訓練指導員として必要な能力を習得するため、職業能力開発総合

大学校の指導員養成研修を受講していただきます。なお、研修に必要な

経費（授業料等）については当機構が負担します。  

 

 

 



 職業訓練指導員免許の取得方法について  

 

 

１ 職業訓練指導員免許とは 

職業能力開発促進法の規定に基づく公共職業訓練施設（当機構・都道府県が職業訓練

を行うために設置した施設）及び認定職業訓練施設（事業主等が職業訓練を行うために

設置した施設）で訓練指導に当たる者を職業訓練指導員（以下「指導員」という。）と

いい、これらの施設で訓練を担当する指導員は原則として「職業訓練指導員免許」（以

下「指導員免許」という。）を必要とします。 

ただし、次の各項のいずれかに該当する者は、免許を受けることができません。 

 ・成年被後見人又は被保佐人 

 ・禁錮以上の刑に処された者 

 ・指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から２年を経過しない者 

  なお、「指導員免許取得＝指導員採用」ではなく、別途、採用試験を受ける必要があ

ります。 

 

２ 当機構の訓練職種と応募に必要な指導員免許 

      ●職業能力開発職の訓練職種（訓練職種毎にいずれかの指導員免許が必要です。） 

（上段…訓練職種 下段…いずれか必要となる指導員免許） 

・機械（機械加工） 

  機械科 

    ・機械（金属加工） 

      溶接科、構造物鉄工科、塑性加工科 

    ・機械（機械設備又は給排水・空調設備） 

冷凍空調機器科、配管科、住宅設備機器科、建築物設備管理科、ボイラー科 

     ・機械（港湾荷役運搬機械運転又は建設機械運転） 

クレーン科、建設機械運転科、港湾荷役科、フォークリフト科 

        ・電気（電気工事及び電気設備） 

電気科、電気工事科 

        ・電子（電子回路及び組込み技術） 

電子科、メカトロニクス科 

        ・建築（建築計画及び施工） 

建築科、建設科 

      ●障害者職業訓練職の訓練職種（次のいずれかの指導員免許が必要です。） 

電気科、電子科、コンピュータ制御科、機械科、情報処理科、メカトロニク

ス科、福祉工学科、事務科 

※当機構の募集訓練職種は募集回毎に異なることから別途、募集職種を必ずご確認く

ださい。 



 

３ 指導員免許の取得方法 

次のような取得方法があります。 

  ・職業訓練指導員試験合格 

  ・職業訓練指導員講習 

  ・指定された学歴・資格の取得 

 

（１） 職業訓練指導員試験 

・各都道府県が実施します。 

・試験実施職種は各都道府県で異なります。（毎年実施、隔年実施、実施なし等） 

・現住所以外の都道府県での受験も可能です。 

・受験資格等は別表１及び別表２をご参照ください。 

・詳しくは各都道府県の能力開発主管部へお問い合わせください。 

 

（２） 職業訓練指導員講習（４８時間講習） 

・職業訓練指導員講習とは、職業能力開発促進法による技能検定１級・単一等級合格者

や大学等で免許職種に関する学科を履修し、かつ、一定以上の実務経験のある方等で、

指導員免許の取得を希望する方のために実施されるものです。 

・６日間（計４８時間）行われます。 

・講習内容は、職業訓練原理、教科指導法、労働安全衛生、訓練生の心理、生活指導、

関係法規、事例研究、確認テストです。 

・実施は、各都道府県の職業能力開発協会で行われます。 

・現住所以外の都道府県での受講も可能です。 

・受講資格は別表３及び別表４をご参照ください。 

・受講資格の有無は、受講する職業能力開発協会のある都道府県で判断されますので、

まずは当該都道府県へお問い合わせください。 

・講習日程、内容等は当該都道府県の職業能力開発協会にお問い合わせください。 

 

（３） 指定された学歴・資格の取得 

・下記の学歴・資格などで、申請により指導員免許を受けることができます。 

① 職業能力開発総合大学校（旧職業能力開発大学校、旧職業訓練大学校を含む）の 

   *長期課程の指導員訓練を修了した者 

   *専門課程の指導員訓練を修了した者 

② 大学等で免許職種に関する科目を履修し、高等学校の教員の普通免許状を所持

している者（○○工業、○○工業実習）。なお、この方法による指導員免許の申請

を希望される方は、事前に各都道府県に申請の可否を確認する必要があります。 

 

  以上 

免許申請 免許交付 

申請した都道府県から免許が交付されます。 



別表１【受験資格及び免除範囲】 

 

 

○印は免除される範囲を示します。「電子回路接続」「バルコニー施工」は除きます。 
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実
務
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免 除 範 囲 

実技 

学 科 

方
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指
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系
基
礎 

専
攻 

に
よ
る
も
の 

職
業
能
力
開
発
促
進
法 

長期課程の指導員訓練修了者（他職種を受験の場合） １年     

長期養成課程の指導員養成訓練修了者 １年     

免許職種に関し応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練修了者 ０年   ○ ○ 

免許職種に関し専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練修了者 １年   ○ ○ 

免許職種に関し普通課程の普通職業訓練修了者 ２年     

免許職種に関し専修訓練課程の普通職業訓練修了者 ３年     

免許職種に関し短期課程の普通職業訓練（700 時間以上）修了者 ３年     

学
校
教
育
法
に
よ
る
も
の 

大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 １年   ○ ○ 

短期大学において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 ２年     

高等専門学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者 ２年   ○ ○ 

高等学校又は中等教育学校後期課程において免許職種に関する学科を修
めて卒業した者 

３年     

高等学校又は中等教育学校以上の卒業者 ５年     

実務経験者のみの者 ８年     

指
定
校 

厚
生
労
働
大
臣 

専門課程の専修学校において免許職種に
関する学科を修めて卒業した者 

２年制 ３年     

３年制 ２年     

高等課程もしくは一般課程の専修学校又
は各種学校において免許職種に関する学
科を修めて卒業した者 

２年制 ４年     

３年制 ３年     

合
格
者 

技
能
検
定 

免許職種に関し技能検定１級又は単一等級合格者（別表４参照） ０年 ○  ○ ○ 

免許職種に関し技能検定単一等級「電子回路」「バルコニー施工」合格者  ０年     

免許職種に関し技能検定２級合格者 ０年 ○    

指
導
員
免
許
の
一
部
合
格
者 

免許職種に関し職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者  － ○    

免許職種に関し職業訓練指導員試験において学科試験（指導方法）に合格した者 －  ○   

免許職種に関し職業訓練指導員試験において学科試験（関連学科のうち系

基礎学科）に合格した者 －   ○  

免許職種に関し職業訓練指導員試験において学科試験（関連学科のうち専

攻学科）に合格した者 
－    ○ 

職業訓練指導員試験において他科の学科試験（関連学科のうち系基礎学

科）に合格した者（当該職業訓練指導員試験に関わる系基礎学科のみ） 
－   ○  

他の職種の職業訓練指導員免許を有する者 －  ○   

他のそ 他の法令により受験資格を有する者（別表２参照） ０年 別表２参照 



別表２「他の法令による受験資格及び免除範囲」 

（実務経験年数の必要はありません。） 

 

免許職種 根拠となる法令等 受験することができる者 
試験の免除を受
けることができ
る者 

免除の範囲 

実技試験 
学科試験
（関連学科） 

溶接科 ボイラー及び圧力
容器安全規則 

ボイラー溶接士免許を有
する者 

特別ボイラー溶
接士免許を有す
る者 

○ ○ 

冷凍空調機器
科 

高圧ガス保安法 第一，第二又は第三種冷凍
機械責任者の免状を有す
る者 

第一種冷凍機械
責任者の免状を
有する者 × ○ 

ボイラー科 ボイラー及び圧力
容器安全規則・電
気事業法施行規則 

特級又は一級ボイラー技
士の免許を有する者、ボイ
ラー・タービン主任技術者
の免状を有する者 

特級ボイラー技
士の免許を有す
る者又はボイラ
ー・タービン主任
技術者の免状を
有する者 

○ ○ 

エネルギーの使用
の合理化に関する
法律 

エネルギー管理士免状（熱
分野）の免状を有する者
（熱絶縁科の項参照） 

熱管理士の免状
（熱分野）を有す
る者 

× ○ 

電気科  第一，第二又は第三種電気
主任技術者の免状を有す
る者 

第一，第二又は第
三種電気主任技
術者の免状を有
する者 

× ○ 

昭和五十四年の省
令改正前の航空機
製造事業法施行規
則 

電気機器国家試験の合格
証を有する者 

電気機器国家試
験の合格証を有
する者 × ○ 

エネルギーの使用
の合理化に関する
法律 

エネルギー管理士免状(電
気分野)を有する者（エネ
ルギー管理士の試験及び
免状の交付に関する規則
第二十九条の表の試験区
分の欄に掲げる電気分野
専門区分のエネルギー管
理士試験に合格した者又
は同規則別表第一の研修
区分の欄に掲げる電気分
野専門区分のエネルギー
管理研修を修了し た者に
限る。） 

エネルギー管理
士免状（電気分
野）を有する者 

× ○ 

電気工事科 電気事業法施行規
則 

第一，第二又は第三種電気
主任技術者の免状を有す
る者 

第一，第二又は第
三種電気主任技
術者の免状を有
する者 

× ○ 

エネルギーの使用
の合理化に関する
法律 

エネルギー管理士免状（電
機分野）を有する者（電気
科の項参照） 

エネルギー管理
士免状（電機分
野）を有する者 

× ○ 



建設業法施行令 電気工事施工管理の技術検定の合格証明書を
有する者 × × 

電気工事法 第一種電気工事士の免状
を有する者 

第一種電気工事
士の免状を有す
る者 

実技試験
の電気工
事のみ 

× 

電子科 電波法 第一又は第二級陸上無線
技術士，若しくは第一又は
第二級アマチユア無線技
士の免許を有する者 

第一級陸上無線
技術士の免許を
有する者 ○ ○ 

昭和四十八年の省
令改正前の航空機
製造事業法施行規
則 

電子機器国家試験の合格
証を有する者 

電子機器国家試
験の合格証を有
する者 × ○ 

建築科 建築士法 一級又は二級建築士の免
許を有する者 

一級建築士の免
許を有する者 × ○ 

情報処理科 情報処理技術者試
験規則 

システム監査技術者試験、
アプリケーションエンジ
ニア試験、ネットワークス
ペシャリスト試験若しく
は第一種情報処理技術者
試験の合格証書を有する
者 

システム監査技
術者試験若しく
はアプリケーシ
ョンエンジニア
試験の合格証書
を有する者 

× ○ 

平成六年の省令改
正前の情報処理技
術者試験規則 

情報処理システム監査技
術者試験、特種情報処理技
術者試験若しくはオンラ
イン情報処理技術者試験
の合格証書を有する者 

情報処理システ
ム監査技術者試
験若しくは特種
情報処理技術者
試験の合格証書
を有する者 

× ○ 

事務科 公認会計士法，税
理士法 

公認会計士試験の第二次
試験若しくは第三次試験
又は税理士試験に合格し
たことを証する書面を有
する者 

公認会計士試験
の第二次試験若
しくは第三次試
験又は税理士試
験に合格したこ
とを証する書面
を有する者 

○ ○ 

商工会議所法 商工会議所が行う簿記に
関する一級の技能の検定
の合格証明書を有する者 

商工会議所が行
う簿記に関する
一級の技能の検
定の合格証明書
を有する者 

実技試験
のうち簿

記 

学科試験
のうち簿

記 

 

この表は、職業能力開発促進法施行規則別表第 11 の 3 における関連免許職種の抜粋で、実技試験及び学
科試験のうち関連学科（系基礎学科、専攻学科）が免除されるものを掲載しています。 
 
(注)○印は免除される範囲を示します 



別表３「職業訓練指導員講習（４８時間講習）の受講条件」 

 

 

番号 区分 
実務経験 

年数 

1 
1 級技能士又は単一等級の技能検定合格者 （別表４を参照） 

(ただし、バルコニー施工・電子回路接続を除く) 
0 

2 大学を卒業した者 (免許職種に係る学科を修了した者) 2 

3 外国の大学を卒業した者 (免許職種に係る学科を修了した者) 2 

4 短期大学・高等専門学校を卒業した者 (免許職種に係る学科を修了した者) 4 

5 高校を卒業した者 (免許職種に係る学科を修了した者) 7 

6 応用課程の高度職業訓練に関し、技能照査に合格した者 1 

7 専門課程の高度職業訓練に関し、技能照査に合格した者 3 

8 専門課程の高度職業訓練修了者 4 

9 普通課程の普通職業訓練について技能照査に合格した者 6 

10 普通課程の普通職業訓練修了者 7 

11 短期課程の普通職業訓練 (職業転換課程含む) 修了者(700 時間以上) 10 

12 専修訓練課程普通職業訓練修了者 (昭和 53 年改正後) 10 

13 旧法の認定職業訓練 (3 年) 又は改正前の労基法による技能者養成修了者 7 

14 旧法の職業訓練 (2 年及び 3600 時間) 又は認定職業訓練(2 年) 修了者 8 

15 
旧法の職業訓練 (1 年及び 1800 時間) 又は公共職業補導所 

(1 年及び 1824 時間) 修了者 
10 

16 
旧法の施行前に失業保険法の施設において行われた職業訓練  

(1 年及び 1824 時間) 修了者 
10 

17 都道府県が行う家事サービス職業訓練担当者 0 

18 旧訓練法規則の特別高等訓練課程の養成訓練において技能照査に合格した者 3 

19 旧訓練法規則の特別高等訓練課程の養成訓練修了者 4 

20 旧訓練法規則の高等訓練課程の養成訓練において技能照査に合格した者 6 

21 旧訓練法規則の高等訓練課程の養成訓練修了者 7 

22 旧訓練法規則の専修訓練課程の養成訓練修了者 10 

   

(注 1) 上記区分の職業訓練修了者及び学校教育法による学校の卒業者は，それぞれ指導員の免許職種に関する
訓練科又は学科を修了した者に限ります。 

   
(注 2) 上記実務経験年数は、学校卒業後又は訓練終了後に必要な年数です。また、その実務経験年数は、免許

科目に関する実務経験年数に限ります。 



別表４ 「職業訓練指導員免許職種と技能検定職種との対応表」 

 

(職業能力開発促進法施行規則別表第 11の 2)より関連免許職種を抜粋 

免許職種 技能検定職種 

機械科 
機械加工，放電加工，金型製作，工業彫刻，仕上げ，切削工具研削，機械検査， 

油圧装置調整，テクニカルイラストレーション，機械・プラント製図，機械保全 

塑性加工科 金属プレス加工，建築板金，工場板金，鉄工 

構造物鉄工科 鉄工 

冷凍空調機器科 冷凍空気調和機器施工 

配管科 
配管，浴槽設備施工 

住宅設備機器科 

建築物設備管理科 ビル設備管理 

電気科 電気機器組立て，自動販売機調整，電気製図 

電子科 電子機器組立て，自動販売機調整，電子回路接続，半導体製品製造 

メカトロニクス科 電気機器組立て 

建築科 建築大工，枠組壁建築，サッシ施工，建築図面製作，バルコニー施工 

建設科 型枠施工，鉄筋施工，コンクリート圧送施工 
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